






避難場所�

災害弱者が、非常時に自分の

身を守っていくためには、さま

ざまなハンディを抱えており、

自主防災組織等の地域住民の

方々の支援が不可欠です。

万が一、災害が発生した場合、自分や家族だけが災害に備えていたのでは十分

ではありません。隣近所、町内会、自治会で防災の輪を広め、災害に備えてこそ、

自分や家族の安全が確保されるのではないでしょうか。
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防災
和歌山

和歌山県総務部消防防災課
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1

t073（441）2262

vol.5
災害発生時には、出火の防止、初期消火、避難誘導、被災者の救出・救護など自主的な

防災活動が何よりも大切です。こうした初期の災害への対応に威力を発揮するのが、地域
の人々がつくる自主防災のための組織です。自主防災組織を主体とする地域住民が、一体
となった防災活動を展開することが「災害に強いまち」への第一歩です。

家庭、地域で災害対策に取り組んでいますか
家族・地域で災害に備えていますか

台風の強さの分類�
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熱帯低気圧の分類�

最大風速�

17m/秒未満�
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台風の大きさの分類�

平均15m/秒以上の�
強風域の半径�
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超大型�
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その人の身になって防災環境の点検

●車いすでも避難路を通れるか

●放置自転車等の障害物がないか

●外国人にもわかる標識が出ているか

●耳や目の不自由な人への警報、避難勧

告の伝達方法が用意されているか

地域の援助体制を具体的に決める

自主防災組織などを中心として、地

域内の災害弱者に対する援助体制を具

体的に決めておく事が大切です。

家庭で

町内会、自治会で

家庭で

町内会、自治会で
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非常持出袋�

気象情報の変更
気象庁では防災効果を高めるため、台風などの気象情

報の中で用いる熱帯低気圧と台風の分類の表現を見直し、
平成12年6月から以下のように変更していて、既にテレビ
やラジオの台風情報でも使われています。いずれも風に
よる分類で、雨の強さとは必ずしも一致しません。

救護活動
災害時には、必ずと言っていいほど、負傷者が出て、災害が大きいほど医

師の診察もままならない状況に陥ります。
そんなとき、備えていれば大変役立ちます。

避難誘導活動
被災後の避難は、迅速かつ安全な避難路を通るように誘導することが大切です。避難

者が身軽に行動できるよう、持ち物を必要最小限に、また、各家庭の火災発生原因とな
るものを断っているかの確認が大切です。

家庭で

町内会、自治会で

情報収集・伝達活動
非常時は、携帯電話はもちろん電話がほとんど使用できません。自分で正

しい情報の収集・伝達を図りましょう。

生活維持
避難所生活を余儀なくされた状況でも、正常な生活が営めるまで協力し対処しましょう。

日常の活動のすすめ方 防災
�

いざというとき自主防災組

織が有効な活動を行い、被害

を最小限にくいとめるために

は、地域住民が防災知識を習

得し、災害に備えていること

がもっとも大切です。そのた

めには常日頃からの地域ぐる

みの普及活動が欠かせません。

具体的には

●各訓練や講習会を主催し地域住民に参加を呼

びかける

●防災意識啓発・高揚のための広報誌等の発行

●地域災害史や体験談の堀り起こし

●防災地図等の作成

●防災訓練記録ビデオの作成

●地域内危険要因や危険箇所の調査とその周知徹底

災害弱者への配慮と対策

災害時の避難誘導と安否確認体制

阪神・淡路大震災の教訓からもわか

るように、災害時の混乱の中、安否確

認は大変困難です。

安否確認にあたっては、できる限り、

近隣で日頃からその人のことを知って

いる人達で複数の体制をとるのが望ま

しいでしょう。

災害弱者とは
自分自身に危険が迫っても、

それを察知すること、危険を知

らせる情報を受け取ること、又、

その危険に対し適切な行動をと

る面でハンディを持つ人を、い

わゆる災害弱者としてとらえて

います。
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県防災安全研修会開催！
県では、防災知識の普及と意識の高揚を図るため、（財）消防科学総合センター

と共催で、京都大学防災研究所の河田恵昭教授を講師に迎え、南海道地震に関する
研修会を開催します。防災関係機関の担当者向けの研修会ですが、一般の方も是非
ご参加を！
日　　時 10月17日（火） 13:30～
場　　所 和歌山ビッグ愛　1階　大ホール
申 込 み 10月6日（金）までに電話で県庁消防防災課

防災航空班　t 073（441）2262
※会場の都合上、定員になり次第締め切らせていただきます。
問合せ先 県庁消防防災課防災航空班

津波に対する一般的な心得
●強い地震（震度4程度）や、弱い地震であっても長時間ゆっくりと

した揺れを感じた時は、すぐに海辺から離れ、安全な場所へ避難し

ましょう。

●地震を感じなくても、津波警報が発表されれば、すぐに海辺から離

れ、安全な場所へ避難しましょう。

●正しい情報を、ラジオ、テレビ、広報車等から入手しましょう。

●例え、津波注意報でも、海水浴や磯釣り等、海辺近くへは出かけな

いようにしましょう。

●津波は繰り返し襲ってくるので、警報・注意報が解除されるまで気

をゆるめず注意をしましょう。

入場無料
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